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山
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長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
地
方
の
国
立
大
学
法
人
へ
の
政
府
の
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
地
方
の
国
立
大
学
法
人
へ
の
政
府
の
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
国
立
大
学
は
、
各
地
域
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
い
か
し
た
教
育
研
究
を
行
い
、
地

域
社
会
の
発
展
を
担
う
人
材
を
養
成
す
る
と
と
も
に
、
教
育
研
究
の
成
果
を
広
く
社
会
に
提
供
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
地
域

社
会
の
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

国
立
大
学
法
人
運
営
費
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
、
各
国
立
大
学
法
人
に
お
け
る
業
務
の
実
施
に
必
要
な
経
費
に

つ
い
て
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
自
己
評
価
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

百
十
二
号
）
第
三
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三

十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
が
行
う

評
価
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
文
部
科
学
省
に
お
い
て
、
平
成
二
十
二
年
度
以
降
の
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
か
ら
関
係
書

一



類
の
簡
素
化
等
を
行
う
方
向
で
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


